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1111．．．． はじめにはじめにはじめにはじめに    
 近年、地方都市の郊外部では大型店舗の開発が目覚

しく、自家用車を利用した来店によって引き起こされ

る交通渋滞が深刻な問題となってきている。このよう

な状況の中、2000 年 6 月に大規模小売店舗立地法（以

下大店立地法）が施行され、店舗面積 1,000ｍ2 超の開

発に対しては、周辺生活環境への配慮を、指針を利用

し客観的に示すことが出店者に対して届出書として義

務付けられた 1）。しかしながら開発側によって提出され

る届出書の中では、交通渋滞に関する検討が不十分な

事が多く、届出書の記載内容だけでは適切な判断が困

難な場合がある。一方、大型店舗の開発による様々な

影響を直接的に受けるのは地域住民であることから、

それらの人々に対して、具体的かつ理解のし易い説明

を行うことが望ましい。しかし、届出書の中では交差

点飽和度や混雑度などの専門的な指標により評価が行

われているのが現状である。これらの指標は交通の専

門的知識を持たない人達には理解しづらく、したがっ

て住民説明会では店舗が及ぼす影響を地域住民に納得

する形で説明しているとはいい難い。 
本研究では大規模小売店舗立地審議会（以下大店立

地審議会）に届け出られた 2 つの開発事例について、

ミクロシミュレーションモデルNETSIMを用いて交通

影響評価を行う。そしてこれらの適用事例を通して得

た知見と、交通シミュレーションモデルを用いた交通

影響評価の意義について考察する。 
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2222．．．．交通影響評価の実施交通影響評価の実施交通影響評価の実施交通影響評価の実施事例事例事例事例    
 ここでは、筆者らの関わった郊外型大規模小売店舗

の立地に伴い実施した交通影響評価の 2 つの事例を紹

介していく。両事例は、大店立地法の指針値は満足し

ているものの、交通量の多い幹線道路沿いに立地し、

店舗規模が大規模であることから、開発に伴い周辺生

活環境へ悪影響を及ぼすことが懸念される事例である。 
 
（１）栃木県内での開発事例（Case1） 
a）開発の特徴 
 栃木県の事例は、幹線道路をはさんで 2 店の大型店

舗が、ほぼ同時期に開業するという特徴がある。さら

に、店舗形態が特異な上に、店舗規模が大規模なこと

から多数の来客数が見込まれた。表－1 に開発の概要を

示す。なお、この 2 つの店舗については 2003 年 7 月現

在、両店共既に開業している。 
 

 店舗Ａ 店舗Ｂ 

店舗用途 店舗（ショッピングモール） 店舗（ショッピングセンター） 

開業年月日 2003 年 3 月 2003 年 4 月 

延床面積 19,340m2 49,063m2 

店舗面積 15,383m2 39,083m2 

駐車場台数 2,100 台 2,184 台 

 
b）開発地の立地条件 
 開発地は郊外部に位置し、栃木県内でも有数の交通

量を持つ幹線道路に隣接している。また、高速自動車

道路の IC から約 1km の距離に位置している。これら

に加えて栃木県は全国的にみても自家用車保有率の高

い県であり、そこでの開発という点から、来客者の大

多数が自家用車を利用するものと考えられた。 図－1
に開発地周辺図を示す。 

表－表－表－表－1111    開発概要開発概要開発概要開発概要（（（（1111））））    



 
 
 
c）交通影響評価実施の経緯 
 前項までに述べた特徴などから交通渋滞の発生する

要因が多く考えられていたが、その一方で届出書には、

単一交差点部分の交差点飽和度の算出結果から周辺交

通への著しい悪影響は無いとされていた。しかし、来

客は現実的に単一交差点のみを利用する事があり得な

いため、店舗の開発が周辺交通へ及ぼす影響を再度検

討する必要があると判断し、交通流ミクロシミュレー

ションモデルNETSIMを用いて交通影響評価を実施す

ることとした。シミュレーションの実施箇所としては、

開発側の設定してきた入出庫ルートを含む開発地から

半径 2km 圏内を対象にネットワークを構築した。なお、

シミュレーションを行う際の入力データについては、

開発側によって提出されたアセスメント資料記載の交

通量調査結果、来客予想台数を用いた。シミュレーシ

ョンの実施時間は開店、閉店時間の前後 1 時間を含む

14 時間とした。これにより、大店立地法によるピーク

時間のみの検討よりも、現実的な分析が可能になった

と考える。 
 
d）渋滞の発生状況 

交通影響評価を実施した結果、対象ネットワーク内

の複数箇所で渋滞の発生が確認された。図－２はシミ

ュレーションにおいて渋滞の発生した概略箇所を示し

たものである。 

まず、午前中に開発地北部の交差点で開発地方面へ

向かう車両によって渋滞が引き起こされ、続いて幹線

道路においても東進方向、西進方向共に、店舗への入

庫車両による渋滞が発生する。更に、午後になると店

舗からの出庫車両がピークを迎え、開発地南部の複数

交差点でも渋滞が顕在化した。 

 
 
e）開発後の実際状況 
両店舗が既に開店したことを受け、開発が周辺交通

へ及ぼした影響を確認するため、目視調査を行った。

目視調査であるため交通量や渋滞長などの正確な数値

は把握できていないものの、渋滞発生箇所に関しては

ほぼシミュレーションと同じ箇所で渋滞が発生してい

ることを確認した。また渋滞の規模に関しても、概ね

シミュレーション結果に近いものが見られた。さらに、

走行調査の結果、幹線国道における旅行速度も開発前

と比較して大幅に減少していることが確認できた。 
 
（2）群馬県内での開発事例（Case2） 
a）開発の特徴 

開発の特徴としては、店舗規模の大きさが挙げられ

る。店舗面積が 51,000m2 と全国でも類を見ない大型店

舗であり、広い範囲からの来客が予想される。また、

一部店舗が 24 時間営業、シネマコンプレックスが併設

されていることなどから店舗形態にも多少の特異さが

見られる。表―2 に開発の概要を示す。 

図－図－図－図－1111    開発地周辺図開発地周辺図開発地周辺図開発地周辺図（（（（1111））））    

図－図－図－図－2222    渋滞発生箇所の概要渋滞発生箇所の概要渋滞発生箇所の概要渋滞発生箇所の概要（（（（1111））））    
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店舗用途 店舗（ショッピングセンター） 

開業年月 2003 年 10 月 

店舗面積 51,000ｍ２ 

駐車場台数 3,350 台 

 
b）開発地の立地条件 
 開発地は中心市街地から約 2km 離れた都市郊外部に

位置し、幹線国道バイパスと市内環状線の両路線に接

する形で立地している。この幹線国道バイパス、市内

環状線は両路線共に 4 車線の交通容量を持っている。 
また、開発地周辺には公共交通機関が存在せず、栃

木県と同様に、群馬県においても自家用車保有率が高

い地域であるため、来客者の大多数は自家用車を利用

するものと考えられる。図－3 に開発地周辺図を示す。 

  
 
 
c）交通影響評価実施の経緯 
 群馬県内の開発事例についても周辺道路において渋

滞の発生する要因が多く考えられたが、提出された届

出書には交差点飽和度、混雑度の算出結果から栃木県

内の開発事例と同様に、周辺交通への影響は無いとさ

れていた。しかし、開発地がバイパスに隣接すること

から、その機能を確保するためにも周辺交通への影響

を再検討する必要があると判断し、NETSIM を用いて

交通影響評価を実施した。対象範囲は開発地から半径

500m 圏内であり入力データは開発主体側から提出さ

れたアセスメント資料に記載の交通量調査結果、来客

予想台数を用いた。シミュレーションの実施時間につ

いては開店、閉店の前後 1 時間を含む合計 15 時間に設

定した。 
 
d）渋滞の発生状況 
 NETSIM によるシミュレーションの結果、対象のネ

ットワーク内で図－4 に示すような渋滞が発生した。 
 まず、バイパスと市内環状線が接続する交差点Ａを

先頭に渋滞の発生を確認した。この渋滞は店舗からの

出庫車両によるものと考えられ、出庫車両がピークを

向かえる午後になると、交差点Ｂ付近まで渋滞長が延

長し、最長となる。 

 
 
3333．．．．    交通交通交通交通シミュレーションの実施必要性シミュレーションの実施必要性シミュレーションの実施必要性シミュレーションの実施必要性    
 大規模小売店舗の立地に伴う交通影響評価に、交通

シミュレーションモデルを用いることの意義を以下に

示す 2 点から考察していく。 
 
（1）届出書の信頼性から 
前章までにNETSIMを用いた交通影響評価の 2つの

実施事例を紹介してきた。2 つの事例は共通して届出書

の記載では、開発による増加交通量を上乗せしても開

発地直近交差点でのピーク時における交差点飽和度が

0.9 以下であった。この交差点飽和度 0.9 以下という数

値は一般的に交通工学の中では許容範囲内の数値であ

るが、連続したシミュレーションによる結果を見ると

表－表－表－表－2222    開発の概要開発の概要開発の概要開発の概要    

図－図－図－図－3333    開発地周辺図（開発地周辺図（開発地周辺図（開発地周辺図（2222））））    
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明らかに渋滞が発生していた。つまり交差点飽和度、

混雑度の算出結果だけでは、周辺交通への影響が無い

とは言い切れないとの判断ができる。 
したがって、交通シミュレーションモデルを用いる

ことにより、渋滞の発生を予測できたことは効果的で

あったと考えられる。このように大店立地法の指針は

守られているが、開発地周辺に既存交通量が多い道路

が存在し、渋滞の発生が懸念される場合においては、

連続した時間帯での影響を検討することが可能になる

ため、交通シミュレーションモデルを用いた予測が有

効的な手段と思われる。 
 
（2）開発地の地域性から 
 公共交通機関が衰退し、自家用車の利用率が高い地

方都市での開発は、自家用車以外の交通手段を選択す

ることができる大都市での開発と比較すると、住民は

開発に伴う影響をより強く感じる傾向にあると思われ

る。都市部と異なり、渋滞が顕在化していない郊外部

では特にその傾向が強く、地域住民にとっては大型店

舗が立地したことにより、生活環境が著しく悪化した

と感じるかもしれない。このようなことから地方都市

での大規模開発に際してはより慎重な検討を行い、必

要とあれば再度、交通シミュレーションモデルを用い

た交通影響評価を積極的に行い、検討していく必要が

あると考える。その際には地域の実情を反映したパラ

メータの設定が重要となってくる 2）。また得られた結果

にしても、交差点飽和度等の専門的な指標だけではな

く地域住民にも分かりやすい形で、開発が及ぼす影響

を正しく伝えていく必要がある。これには交通シミュ

レーションモデルによるアニメーション表現が優れて

いると考えられ、この点からも交通シミュレーション

モデルが活用されていくべきである。しかし、同時に

交通シミュレーションモデルを扱う人間が正しい交通

の知識を持ち合わせていなければならないなどの課題

も挙げられる。 
 
4444．．．．おわりにおわりにおわりにおわりに    
 本研究では地方都市での大規模小売店舗の立地に伴

い実施した交通影響評価の 2 つの事例を紹介し、それ

らの結果を通して得た知見を基に、交通シミュレーシ

ョンモデルの意義について考察してきた。 

今後、交通シミュレーションモデルを用いて、より

信頼性のある交通影響評価を行っていくために考えら

れる課題を以下の 2 つに整理した。 
① 交通影響評価の事後評価 
 まず、交通シミュレーションモデルを用いて算出し

た結果が妥当なものであったかを判断するために、事

後評価を実施していく事が必要と考える。開発後に調

査を行い、開店前に算出したシミュレーション値と比

較することでシミュレーションの信頼性、再現性を評

価することが可能になると思われる。このような事後

評価の結果を積重ねていけば新たな課題も発見し易く、

より信頼性の高い交通影響評価が実施できるものと考

える。 
② 大規模小売店舗に関するデータの蓄積 
大店立地法では全国一律の指針 3）が定められており、

それらを各地方で一様に適用することが疑問に挙げら

れる。特に自動車分担率などは、自動車に依存してい

る地方都市では指針値よりも高くなることが考えられ、

そのような地域の実情にあっていない指針を使用して

いることは、誤った評価をすることになりかねない。

県単位や、場合によっては市町村単位で店舗の基礎デ

ータを蓄積することによって、地域の実情に合った確

実性の高いシミュレーションが実施できるのではない

だろうか。これにより開発の過大評価、過小評価を防

ぐことに繋がり過剰な設備投資を減らすことにもなる。

そしてシミュレーション結果を踏まえた、より効果的

な対策を講じていくことが可能になると考えられる。 
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